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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１画像と第２画像を有しており、第１画像と第２画像を所定の位置関係で
重ね合わせると、第１画像と第２画像がそれぞれ単独では表せない第３画像が現出できる
ようにした画像情報記録媒体であって、第１画像と第２画像は、基材の一部に設けられて
いる折り目に沿って折り曲げることにより所定の位置関係で重ね合わさるように、折り目
を挟んで対峙するように基材上のそれぞれの領域に設けられており、しかも、第１画像と
第２画像が重ね合わされた際、第１画像と第２画像の両方が視認できるように、第１画像
と第２画像が設けられている基材の領域の少なくとも片方かまたは両方が透明性を有して
いると共に、第１画像と第２画像との重ね合わせによる第３画像の現出を一時的に阻止す
るための隠蔽シートが基材の一部に除去可能な状態で付設されていることを特徴とする画
像情報記録媒体。
【請求項２】
　前記基材が、折り目に沿って既に折られていることを特徴とする請求項１に記載の画像
情報記録媒体。
【請求項３】
　少なくとも第１画像と第２画像を有しており、第１画像と第２画像を所定の位置関係で
重ね合わせると、第１画像と第２画像がそれぞれ単独では表せない第３画像が現出できる
ようにした画像情報記録媒体であって、第１画像と第２画像がそれぞれ設けられている別
々の基材が、第１画像と第２画像が所定の位置関係で重ね合わさるようにその一部が綴じ
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合わせ手段により綴じ合わされており、しかも、第１画像と第２画像が重ね合わされた際
、第１画像と第２画像との両方が視認できるように、第１画像と第２画像が設けられてい
る各基材の領域の少なくとも片方かまたは両方が透明性を有していると共に、第１画像と
第２画像との重ね合わせによる第３画像の現出を一時的に阻止するための隠蔽シートがそ
の一部が除去可能な状態でさらに綴じ合わされていることを特徴とする画像情報記録媒体
。
【請求項４】
　前記綴じ合わせ手段が、接着剤用いた綴じ合わせであることを特徴とする請求項３に記
載の画像情報記録媒体。
【請求項５】
　前記綴じ合わせ手段が、紐状品、糸状品、ワイヤ状品、等の細長い綴じ合わせ部品のい
ずれかを用いた綴じ合わせであることを特徴とする請求項３に記載の画像情報記録媒体。
【請求項６】
　前記隠蔽シートには、その一部の除去を容易にする除去容易化処理部が設けられている
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の画像情報記録媒体。
【請求項７】
　前記隠蔽シートの上側には、絵柄層が設けられていることを特徴とする請求項１乃至６
のいずれかに記載の画像情報記録媒体。
【請求項８】
　他の物品に貼り付ける為の粘着剤層が少なくともその一部に設けられていることを特徴
とする請求項１乃至７のいずれかに記載の画像情報記録媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、宝くじ、商品券、抽選券等、偽造防止対策が必要な有価証券類あるいは、ト
レーティングカードや絵本等のエンターテイメント性が必要な娯楽道具等として好適に使
用される画像情報記録媒体、特にその一部に設けられている個別の画像情報を所定の位置
関係にて重ね合わせると新たな画像情報が現出するようにした画像情報記録媒体に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、株券、商品券さらにはクレジットカード等の有価証券類の他、商品用の封印シー
ルやタグ類等の画像情報記録媒体においては、偽造・複製による不正使用を防止するため
、精巧な印刷技術による印刷等が施されているのが一般的であった。しかし、近年の偽造
・複製による不正使用の頻発化に鑑み、これらの精巧な印刷等に加え特殊な偽造防止策が
施されるようになってきた。
【０００３】
　この特殊な偽造防止策として、各細線の線幅と各細線に挟まれる部分の間隔が１対１と
なっており、これらが同ピッチで順次配置されている万線からなる潜像部と非潜像部との
組合せになり、その各像を構成する万線の位相が１／２ピッチずらしてある画像部（万線
モアレ像）を有する画像情報形成体に、前記万線と同様の万線を有する万線フィルムを重
ね合わせ、非潜像部をこの万線フィルムの万線部分で隠すことで、潜像部のみが像として
浮かび上がって見えるようにし、この潜像部に係る像の現出の有無で真偽判定をする「万
線モアレ方式」という技術を用いた方法がある。以下、上記「万線モアレ方式」について
、図面を参照にしてさらに詳しく説明する。
【０００４】
　図６には万線モアレ像の一例が示してある。この万線モアレ像は、各細線の線幅と各細
線に挟まれる部分の間隔が１対１となっており、これらが同ピッチで順次配置されている
万線からなり、外形がハート型の潜像部４１と、その潜像部４１の周辺を囲むように配置
された、前記万線と同様でそのピッチの位相を１／２ピッチずらして配置した万線からな
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る非潜像部４２とからなっている。このような構成になる万線モアレ像４０は、図６に示
すＡ部の部分拡大図として図７に示すように、潜像部４１と非潜像部４２のそれぞれを構
成する万線の万線方向が同方向で、その位相を１／２ピッチずらしてあり、図８の正面拡
大図に示すように、これらの万線と略同様の万線、すなわち同様の線幅（Ｗ）の細線とそ
れらに挟まれている間隔Ｙが同じで、かつこれらが同ピッチ（Ｐ）で順次配置されている
万線を有する万線フィルム４４を重ね合わせると、非潜像部４２がこの万線フィルム４４
の万線の各細線で隠され、図９に示すように、潜像部４１のみがハート型の画像として浮
かび上がって見えるようになっている。
【０００５】
　この万線モアレ像４０を偽造防止用として使用する場合、図６に示すように、潜像部４
１の近傍に例えば三角形の可視像４３をさらに形成しておけば、通常肉眼ではこの三角形
の可視像４３のみが見えているので、一見するとこの可視像４３が偽造防止策に関係する
画像と第三者に思わせるように働くようになり、本当の偽造防止対策部分が分かりにくく
なり、偽造防止対策がより確実なものとなる。このような可視像を形成した場合には、そ
の真偽の判定方法は、図９に示すように、上記万線フィルム４４をこの万線モアレ像に重
ね合わせた時、図１０に示すように、可視像４５に加えハート型の潜像部４１の現出が確
認できた時のみにその画像情報形成体が真正品であると判断することになる（例えば、特
許文献１参照。）。
【０００６】
　また、上記以外の特殊な偽造防止対策として、視覚復号型暗号技術を用い、元画像デー
タを複数に分解し、各々の暗号画像データを透明基材の片面の同一表面上に順次配列する
か、もしくは各々の暗号画像データのうち、任意の少なくとも一つの暗号画像データを透
明基材の片面の表面上に設けた第１の画像部と、残りの他の暗号画像データを設けた第２
の画像部とでなり、各画像部を重ね合わせると、元画像データが浮かび上がって見え、こ
の潜像部の像の有無で真偽判定をする「視覚復号型暗号方式」という技術を用いた方法も
ある（例えば、特許文献２参照。）。
【０００７】
　一方、従来から、娯楽道具であるゲームカードとして、多数のゲームカードを複数のゲ
ームプレーヤーが持ち合い、互いにゲームカードに定められたポイントの取得を巡って競
うものが知られている。このゲームカードの表面側には、人気のあるキャラクターの画像
がプリントされており、ゲームのルールに則した所定のポイントの得失を指定する文字或
いは情報が記載されている（例えば、特許文献３参照。）。
【０００８】
　この様なゲームカードに上記に示した「万線モアレ方式」や「視覚復号型暗号方式」を
導入し、ゲームのルールに則した所定のポイントの得失を指定する文字或いは情報を潜像
部とし、その上に万線フィルムを重ね合わせ潜像部の情報を目視することでゲームを進行
することも考えられる（例えば、特許文献４参照。）。
【０００９】
　しかしながら、上記「万線モアレ方式」や「視覚復号型暗号方式」は、第１の画像部と
第２の画像部の位置を正しく重ね合わせなければ画像が鮮鋭に浮き出せず、さらには、第
１の画像部と第２の画像部を別に用意しなければならない煩わしさもあり、上記のような
ゲームカードへの適用には難しさがあった。
【特許文献１】特開２００４－１７４８８０号公報
【特許文献２】特開２００１－１１３８６１号公報
【特許文献３】特開２００１－３３４０１２号公報（段落００１０、００１１）
【特許文献４】特開２００４－３２９３５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、このような従来の要請に応えるべくなされたものであり、少なくとも第１画
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像と第２画像を有しており、第１画像と第２画像を所定の位置関係で重ね合わせると、第
１画像と第２画像がそれぞれ単独では表せない第３画像が現出できるようにした画像情報
記録媒体であって、第１画像と第２画像が正しい位置関係で重ね合わせやすくなっていて
、第３画像を鮮鋭に現出させることができ、さらには、第１画像と第２画像を別に用意し
なければならない煩わしさを確実に回避でき、上記したようなゲームカード等としても好
適に用いることが可能な画像情報記録媒体の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を達成する為になされ、請求項１に記載の発明は、少なくとも第１画像と第２
画像を有しており、第１画像と第２画像を所定の位置関係で重ね合わせると、第１画像と
第２画像がそれぞれ単独では表せない第３画像が現出できるようにした画像情報記録媒体
であって、第１画像と第２画像は、基材の一部に設けられている折り目に沿って折り曲げ
ることにより所定の位置関係で重ね合わさるように、折り目を挟んで対峙するように基材
上のそれぞれの領域に設けられており、しかも、第１画像と第２画像が重ね合わされた際
、第１画像と第２画像の両方が視認できるように、第１画像と第２画像が設けられている
基材の領域の少なくとも片方かまたは両方が透明性を有していると共に、第１画像と第２
画像との重ね合わせによる第３画像の現出を一時的に阻止するための隠蔽シートが基材の
一部に除去可能な状態で付設されていることを特徴とする画像情報記録媒体である。
【００１２】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の画像情報記録媒体において、前記基
材が、折り目に沿って既に折られていることを特徴とする。
【００１３】
　さらにまた、請求項３に記載の発明は、少なくとも第１画像と第２画像を有しており、
第１画像と第２画像を所定の位置関係で重ね合わせると、第１画像と第２画像がそれぞれ
単独では表せない第３画像が現出できるようにした画像情報記録媒体であって、第１画像
と第２画像がそれぞれ設けられている別々の基材が、第１画像と第２画像が所定の位置関
係で重ね合わさるようにその一部が綴じ合わせ手段により綴じ合わされており、しかも、
第１画像と第２画像が重ね合わされた際、第１画像と第２画像との両方が視認できるよう
に、第１画像と第２画像が設けられている各基材の領域の少なくとも片方かまたは両方が
透明性を有していると共に、第１画像と第２画像との重ね合わせによる第３画像の現出を
一時的に阻止するための隠蔽シートがその一部が除去可能な状態でさらに綴じ合わされて
いることを特徴とする画像情報記録媒体である。
【００１４】
　さらにまた、請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の画像情報記録媒体において、
前記綴じ合わせ手段が、接着剤を用いた綴じ合わせであることを特徴とする。
【００１５】
　さらにまた、請求項５に記載の発明は、請求項３に記載の画像情報記録媒体において、
前記綴じ合わせ手段が、紐状品、糸状品、ワイア状品、等の細長い綴じ合わせ部品のいず
れかを用いた綴じ合わせであることを特徴とする。
【００１６】
　さらにまた、請求項６に記載の発明は、請求項１乃至５のいずれかに記載の画像情報記
録媒体において、前記隠蔽シートには、その一部の除去を容易にする除去容易化処理部が
設けられていることを特徴とする。
【００１７】
　さらにまた、請求項７に記載の発明は、請求項１乃至６のいずれかに記載の画像情報記
録媒体において、前記隠蔽シートの上側には、絵柄層が設けられていることを特徴とする
。
【００１８】
　さらにまた、請求項８に記載の発明は、請求項１乃至７のいずれかに記載の画像情報記
録媒体において、他の物品に貼り付ける為の粘着剤層が少なくともその一部に設けられて
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いることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、第１画像と第２画像との所定の関係での重ね合わせが正確かつ容易に
行えるようになり、さらには、第３画像の現出に必要な隠蔽シートが除去可能な状態で、
コンパクトに一体化された構成となっている。
【００２０】
　また、隠蔽シートが存在しているときには第３画像が目認できないが、隠蔽シートを除
去すると第３画像を現出させて目認できるようになるので、第３画像を抽選番号や抽選画
像等の秘密情報としておけば、宝くじ、商品券、抽選券等の、偽造防止対策が必要な有価
証券類としても幅広く適用できる。また、アニメキャラクターの画像、文字、数字情報を
第３画像となるように第１画像と第２画像をそれぞれ設計しておけば、トレーティングカ
ードや絵本等の娯楽道具にも好適に適用できるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図面を用いて本発明の実施の形態を詳細に示す。
【００２２】
　図１には、本発明に係る画像情報記録媒体の概略の構成が示してある。この画像情報記
録媒体１は、少なくとも第１画像５と第２画像６を有しており、第１画像５と第２画像６
を所定の位置関係で重ね合わせると、第１画像５と第２画像６がそれぞれ単独では表せな
い第３画像７が現出できるようになっていて（図２参照）、第１画像５と第２画像６は、
基材２の一部に設けられている折り目３に沿って折り曲げることにより所定の位置関係で
重ね合わさるように、折り目９を挟んで対峙するように基材２のそれぞれの領域に設けら
れており、しかも、第１画像５と第２画像６が重ね合わされた際に、第１画像５と第２画
像６の両方が視認できるように、第１画像５と第２画像６が設けられている基材２の領域
の少なくとも片方かまたは両方が透明性を有していると共に、第１画像５と第２画像６と
の重ね合わせによる第３画像７の現出を一時的に阻止するための隠蔽シート８が基材２の
一部に除去可能な状態で設けられている。
【００２３】
　図２には、図１に示す画像情報記録媒体１の隠蔽シート８を除去した後、折り目９に沿
って基材２を折り曲げ、第１画像と第２画像とを重ね合わせた時の状態を示しており、前
述したように、第１画像と第２画像の重ね合わせにより第３画像７が現出している。
【００２４】
　一方、図３には本発明に係る画像情報記録媒体の他の例が示してある。この画像情報記
録媒体１１は、少なくとも第１画像１５と第２画像１６を有しており、第１画像１５と第
２画像１６を所定の位置関係で重ね合わせると、図４に示すように、第１画像１５と第２
画像１６がそれぞれ単独では表せない第３画像１７が現出できるようにした画像情報記録
媒体１１であって、第１画像１５と第２画像１６がそれぞれ設けられている別々の基材１
２、１３が、第１画像１５と第２画像１６が所定の位置関係で重ね合わさるようにその一
部が綴じ合わせ手段により綴じ合わされており、しかも、第１画像１５と第２画像１６が
重ね合わされた際、第１画像１５と第２画像１６の両方が視認できるように、第１画像１
５と第２画像１６が設けられている各基材１２、１３の領域の少なくとも片方かまたは両
方が透明性を有していると共に、第１画像１５と第２画像１６との重ね合わせによる第３
画像の現出を一時的に阻止するための隠蔽シート１８がその一部が除去可能な状態でさら
に綴じ合わされていて、冊子状の構造になっている。
【００２５】
　図３において、１４は所定の綴じ合わせ手段によって形成された綴じ部を、１８はその
一部が容易に除去できるようにするために設けられている除去容易化処理部１９を有する
隠蔽シートをそれぞれ示している。
【００２６】
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　そして、図４には、図３に示す画像情報記録媒体１１の隠蔽シート１８をその一部に設
けてある除去容易化処理部１９からその先端部分を除去した後、基材１２と基材１３とを
重ね合わせ、各基材１２、１３に設けられている第１画像と第２画像とを重ね合わせた時
の状態を示しており、前述したように、第１画像と第２画像との重ね合わせにより現出し
た第３画像１７が見えている。
【００２７】
　このような形態の画像情報記録媒体において、第３画像を抽選番号や抽選画像等の秘密
情報としておけば、宝くじ、商品券、抽選券等、偽造防止対策が必要な有価証券類にも幅
広く適用できる。また、アニメキャラクターの画像、文字、数字情報を第３画像となるよ
うに第１画像と第２画像をそれぞれ設計しておけば、トレーティングカードや絵本等の娯
楽道具にも好適に適用できるようになる。
【００２８】
　一方、図５には本発明に係る画像情報記録媒体のさらに他の例の概略が断面構成で示し
てある。この画像情報記録媒体２１は、他の物品に貼り付ける為の粘着剤層２０がその一
部に設けられたものである。図中、２２、２３は基材、２５は第１画像、２６は第２画像
、２８は隠蔽シート、２９は除去容易処理部であり、基材２２、２３ならびに隠蔽シート
１８がその一端で綴じ合わされている。
【００２９】
　ここで、第１画像や第２画像が設けられている基材２、１２、１３、２２、２３として
は、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、塩化ビニル（
ＰＶＣ）、ポリプロピレン（ＰＰ）ポリスチレン（ＰＳ）、ポリエチレン（ＰＥ）等のプ
ラスチック類からなるシート状基材または紙類、あるいはアルミニウム、金、銀等の金属
箔や、上記各素材の組み合わせになる積層シート等が適用可能である。
【００３０】
　これらの素材からなる基材２、１２、１３、２２、２３は、それらに形成された第１画
像５、１５、２５と第２画像６、１６、２６が重ね合わされた際に、それらの両方を視認
できるように、第１画像と第２画像がある領域の少なくとも片方の領域かまたは両方の領
域が透明性を有している必要がある。
【００３１】
　一方、隠蔽シート８、１８、２８は、上述したように、第１画像と第２画像との重ね合
わせによる第３画像の現出を一時的に阻止できるような隠蔽性を有するシートであって、
アルミニウム、金、銀等からなる金属箔やプラスチック製シートの一面にに隠蔽性に優れ
るインキによって隠蔽層が形成されたもの、さらには隠蔽性に優れる顔料を分散してなる
プラスチック組成物のシート状基材等が適用できる。
【００３２】
　また、隠蔽シートの上側には絵柄層が施されててもよい。ここでの上側とは、常態で隠
蔽シートを目視しようとした場合に目視され易い側を指す。絵柄層はグラビア印刷、オフ
セット印刷、スクリーン印刷、インクジェット印刷等で設けてもよいし、エンボス加工に
よって凹凸パターンを形成することで設けてもよい。
【００３３】
　さらに、このような構成になる隠蔽シートは、図１に示すように、基材２の一部にその
端面で除去可能な状態で固着されていたり、図３に示すように、基材１２と基材１３と共
にその綴じ部１４で綴じ合わせてあって、第１画像１５と第２画像１６とを重ね合わせた
い時には容易に除去できるようになっていればよい。因みに、図３に示す隠蔽シート１８
は、その一部に除去容易化処理（ミシン目の穿設）が施されており、除去容易化処理部１
９が設けられている。
【００３４】
　綴じ部１４、２４の綴じ合わせ手段は、紐状品、糸状品、ワイア状品、等の細長い綴じ
合わせ部品を用いた綴じ合わせであってもよいし、アクリルやポリウレタン等の樹脂を用
いた綴じ合わせであってもよい。
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【００３５】
　また、折り目９は、例えば、基材２の一部に切り込みを一定の間隔で入れることで作製
すればよい。また、型押しや印刷よる処理方法で形成してもよい。
【００３６】
　さらに、上述した第１画像５、１５、２５や第２画像６、１６、２６は、グラビア印刷
、オフセット印刷、スクリーン印刷、インクジェット印刷等で設けてもよいし、エンボス
加工によって凹凸パターンを形成することで設けてもよい。
【００３７】
　さらに、除去容易化処理部１９、２９としては、隠蔽シート１８、２８の一部に切り込
みを一定の間隔で入れることで作製されるミシン目が具体的な例として挙げることができ
る。また、この除去容易化処理部は型押し等によって設けてもよい。
【００３８】
　一方、図５に示す画像情報記録媒体２１は、粘着剤層２０が設けられていて、食品パッ
ケージや本の表装に貼り付け可能なラベル機能を持つものである。図示されているように
、この粘着剤層２０は画像情報記録媒体２１を構成する一方の基材２３の下側に設けてあ
る。この粘着剤層は、必ずしも基材下側の全面に設けなければいけないわけではなく、基
材下側の一部にパターン状に設けておいてもよい。
【００３９】
　また、粘着剤層２０を構成する素材としては、例えば種々のタイプの接着剤が使用でき
る。より具体的には、フェノール系樹脂、フラン系樹脂、メラミン系樹脂、ポリエステル
系樹脂、ポリウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂若しくはその他の熱硬化性樹脂、ポリ塩酢
ビニル樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリビニルアルコール樹
脂、、ニトロセルロース、ポリアミド、若しくはその他の熱可塑性樹脂、ゴム、又は、ニ
カワ、天然樹脂、デキストリン、でんぷん等の内、１種又は２種以上を主成分とする接着
剤である。さらに、加熱により接着性が付与される感熱接着剤を用いることも出来る。
【００４０】
　以下、本発明を具体的な実施例をあげて、詳細に説明する。
【実施例１】
【００４１】
　まず、厚み５０μｍの透明ＰＥＴフィルムに第１画像と第２画像をスクリーン印刷法で
設けた後、オーブンで乾燥した。
【００４２】
　第１画像は、各細線の線幅と各細線に挟まれる部分の間隔が１対１となっていて、これ
らが同ピッチで順次配置されている万線からなる潜像部と非潜像部との組合せになると共
に、潜像部と非潜像部の各像を構成する万線の位相が１／２ピッチずらして配置されてい
るものであった。また、第２画像は第１画像（万線モアレ像）を構成する万線と同様の万
線からなり、その形成領域が楕円形をしたものであった。
【００４３】
　次に、第１画像と第２画像とを印刷したＰＥＴフィルムには、第１画像の非潜像部の万
線と第２画像の万線の細線とが重なり合い、第３画像が現出するように、その一部に折り
目を設けた。続いて、第１画像と第２画像とが直接重なり合わないように、ミシン目を入
れたＯＣＲ用紙を前記工程で得られた折り目に沿った基材の部分にその一方の端面部分で
接着し、隠蔽シートとして固着させ、冊子状の画像情報記録媒体を得た。
【００４４】
　得られた画像情報記録媒体の隠蔽シートをその一部に入れたミシン目から切り離すと、
第１画像と第２画像とが直接重なり合うようになり、第２画像の上から第３画像の現出が
鮮鋭に目認できた。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の画像情報記録媒体の概略を示す説明図である。
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【図２】図１に示す画像情報記録媒体の隠蔽シートが除去され、第１画像と第２画像とが
重ね合わされ、第３画像が現出したときの状況を示す説明図である。
【図３】本発明に係る冊子形状の画像情報記録媒体の概略の構成を示す説明図である。
【図４】図３に示す画像情報記録媒体の隠蔽シートの一部が除去され、第１画像と第２画
像とが重ね合わされ、第３画像が現出したときの状況を示す説明図である。
【図５】本発明の画像情報記録媒体のさらに他の例の概略の断面構成を示す説明図である
【図６】万線モアレ像の一例示す説明図である。
【図７】図７に示す万線モアレ像のＡ部の部分拡大説明図である。
【図８】万線モアレ像に万線フィルムの万線を重ね合わせたときの状態を示す拡大説明図
である。
【図９】万線モアレ像に万線フィルムを重ね合わせた際に浮き上がって見える潜像部（第
３画像）と可視画像の見え方を示す説明図である。
【符号の説明】
【００４６】
１、１１、２１…画像情報記録媒体
２、１２、１３、２２、２３…基材
５、１５、２５…第１画像
６、１６、２６…第２画像
７、１７…第３画像
８、１８、２８…隠蔽シート
９…切れ目
１４、２４…綴じ部
１９、２９…除去容易処理部
２０…粘着剤層
４０…万線モアレ像
４１…潜像部
４２…非潜像部
４３…可視像
４４…万線フィルム



(9) JP 4670504 B2 2011.4.13

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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